
農道台帳作成業務

台帳作成は、各路線別に平面図と調書（台帳）を整備している。今後は、網図の
整備も実施し、一定要件内外ともに路線位置図として水土里情報システムで農道
網図として一元管理を実施する。

概 要

農道台帳の作成は、農道の造成及び管理の状況を的確に把握し、農道造成
の目的に立脚した適切な農道の管理及び改良に資することを目的とし、土地改
良事業により造成された農道において、農道台帳作成を実施している。
今後は、事業完了時に県が行う農道台帳作成業務においては、整備済路線を
全て台帳化を実施すると共に、路線網図については、水土里情報データ（GIS）
として整備を実施する事で、最終管理者である市町村との情報の共有を行って
行く。
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